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※裏面もご覧下さい

ご用意いただくもの

１ 運転免許証

２ 勤務先および在籍が確認できるもの
３ 直近年の所得が確認できる書類 （確定申告書 等）
4 資金使途確認書類 （見積書 等）
5 その他ＪＡが必要とする書類



●当JA個人の正組合員・准組合員で、農業経営・農業従事している方

●お借入時年齢１８歳以上７６歳未満の方

（ただし、最終償還時年齢が８１歳以上の場合、確実な農業後継者がいる方）

●前年度年収１５０万円以上（自営業者は税引前所得）の方

●団信加入プランの場合、団体信用生命共済の加入が認められた方

●その他当ＪＡが定める条件を満たしている方

●農機具（中古農機を含む）の購入、点検、修理等に必要な資金

●農業用自動車の購入資金

●他金融機関の農機具ローンの借換　など

●１組合員あたり１，８００万円以内かつ所要金額の範囲内

●１年以上１０年以内（据置期間２年以内）

（耐用年数の範囲内。借換の場合は、残存期間の範囲内）

●証書貸付

●元金均等返済または元利均等返済

（毎月返済・年１回返済・年２回返済・特定月増額返済のいずれかをご選択いただけます）

●原則として新潟県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。

（別途保証料（保証料率：年0.43％または年0.38％）が必要となります）

●必要に応じ、担保・保証人を徴求する場合がございます。

※お借入利率は、申込時ではなく実際にお借入れいただく日の金利が適用となりますので、申込時と異なることがございます。

※変動金利型の借入後の適用金利は、JA所定の短期プライムレートの変動に伴い変動します。

※商品性の改正および金利情勢の変化により、金利水準の引上げを行う場合がございます。

※お申込みに際してはＪＡおよび新潟県農業信用基金協会において所定の審査をさせていただきます。

※審査の結果によりお客様のご希望に添えない場合がございます。
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担保・保証

【ＪＡ農機具ローン商品概要】

ご利用いただける方

お使いみち

ご融資金額

ご返済方法

ご融資期間

ご融資方式

○長岡支店 0258-32-0023 ○加茂支店 0256-52-1300

○長岡北支店 0258-24-2195 ○田上支店 0256-57-2181

○上川西支店 0258-27-1473 ○下田支店 0256-46-2006

○宮内支店 0258-35-1631 ○いちい支店 0256-45-4151

○日越支店 0258-27-0261 ○見附東支店 0258-62-1220

○栃尾支店 0258-52-3646 ○見附西支店 0258-61-2113

○寺泊支店 0256-97-3221 ○中之島支店 0258-66-3131

○出雲崎支店 ○中央柏崎支店 0257-23-3411

○みしま支店 ○東部田尻支店 0257-22-5264

○こしじ支店 0258-92-3131 ○小国支店 0258-95-2001

○三条支店 0256-36-5500 ○刈羽支店 0257-45-2255

〇ながおか地区農業融資 〇なんかん地区農業融資 0256-45-4151

〇さんとう地区農業融資 〇かしわざき地区農業融資 0257-23-3407

0258-42-2200

0258-35-1308


